
健康項目

物質名 性状・用途 健康影響・環境影響
カドミウム 重金属。充電式電池、塗料、メッキ⼯

業など⽤途が広い。⾃然界にごく微量
であるが亜鉛ととも広く分布してお
り、地表⽔、地下⽔にごく微量が存在
しているといわれる。

⽣体への蓄積性があり、慢性中毒を引
き起こす。イタイイタイ病の原因物質
とされる。

全シアン 無機化合物。メッキ⼯業、化学⼯業な
ど。⽔中では、シアンイオン、シアン
化合物として存在する。全シアンは、
試料⽔中に含まれるシアンの総量を測
定するものである。

⽣体への蓄積性はない。急性中毒を引
き起こす。シアンに汚染された⽔を飲
⽤すると急速に粘膜から吸収され、⾎
液中で呼吸酵素を阻害し、頭痛、吐き
気、浮腫などを引き起こす。

鉛 重金属。鉛蓄電池、鉛管、ガソリン添
加剤など用途が広い。

⽣体への蓄積性があり、慢性中毒を引
き起こす。

六価クロム 重⾦属。化学⼯業薬品・メッキ剤など
に⽤いる。

⽣体への蓄積性があり、慢性中毒を引
き起こす。⽪膚潰瘍、胃・肺ガン、⿐
中隔湾曲などを発症する。

砒素 重⾦属。鉱⼭、製薬、半導体⼯業など
に⽤いる。

⽣体への蓄積性があり、慢性中毒を引
き起こす。肝臓障害、⽪膚沈着、⽪膚
がんなどを発症する。

総水銀 重⾦属。化学⼯業、電解ソーダ、蛍光
灯、計器などに⽤いる。

環境中で有機⽔銀に転換する可能性が
ある。

アルキル水銀 ⾦属有機化合物。かつては、有機⽔銀
系農薬、有機⽔銀製剤があった。

⽣体への蓄積性があり、慢性中毒を引
き起こす。⽔俣病の原因物質とされ、
運動失調や視野狭窄などを発症する。

PCB 有機塩素化合物。かつては、電気絶縁
油、熱媒体、ノーカーボン複写紙など
に⽤いられたが、現在は製造されてい
ない。

⽣体への蓄積性があり、慢性中毒を引
き起こす。⽣体⿊⾊⾊素沈着、塩素座
蒼などを発症する。油症事件の原因物
質とされる。

ジクロロメタ
ン

低分⼦有機塩素化合物。ジクロロメタ
ンは、無⾊透明の⽔より重く、揮発性
の液体で芳⾹臭がある。プリント基板
の洗浄、⾦属の脱脂洗浄、冷媒、ラッ
カーなどに⽤いる。

四塩化炭素 低分⼦有機塩素化合物。無⾊透明の⽔
に難溶性の液体である。機械器具の洗
剤、殺⾍剤、ドライクリーニングの洗
剤、フロンガスの製造、その他の化学
⼯業原料などに⽤いる。

クロロエチレ
ン（別名塩化
ビニル又は塩
化ビニルモノ
マー）

低分⼦有機塩素化合物。塩化ビニル樹
脂等の合成樹脂製造用原料として使わ
れる。

１，２―ジク
ロロエタン

低分⼦有機塩素化合物。無⾊透明の油
状の液体で揮発性がある。塩化ビニル
モノマーの原料、エチレンジアミン、
合成樹脂の原料、フィルム洗浄剤、有
機溶剤、殺⾍剤などに⽤いる。

１，１―ジク
ロロエチレン

低分⼦有機塩素化合物。無⾊ないし淡
⻩⾊で芳⾹臭の重い液体で揮発性、⽔
に難溶性である。有機溶剤に可溶で、
ポリ塩化ビニリデン（コーティング
シート）の原料などに⽤いる。

水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準の定められている項目で、
カドミウム、全シアンなどの基準値が設定されている。

⽣体への蓄積性はない。発がん性があ
る。強浸透性のため、主に地下⽔への
影響が問題となる。



１，２―ジク
ロロエチレン

低分⼦有機塩素化合物。無⾊透明、芳
⾹性、揮発性の液体で⽔に難溶であ
る。溶剤、染料抽出剤、⾹⽔、ラッ
カー、熱可塑性樹脂の製造、有機合成
原料などに⽤いる。

１，１，１―
トリクロロエ
タン

低分⼦有機塩素化合物。揮発性の液体
である。⾦属の洗浄、ドライクリーニ
ング⽤洗剤などに⽤いる。

１，１，２―
トリクロロエ
タン

低分⼦有機塩素化合物。無⾊透明、揮
発性で⽔に溶けない液体である。有機
溶剤にはよく溶ける。粘着剤、溶剤な
どに⽤いる。

トリクロロエ
チレン

テトラクロロ
エチレン
１，３―ジク
ロロプロペン

低分⼦有機塩素化合物。淡⻩⾊で⽔よ
り重く、揮発性の液体である。⼟壌薫
蒸剤、殺線⾍剤などに⽤いる農薬であ
る。

発がん性がある。

チウラム 農薬。⽩⾊の結晶で⽔に難溶で、クロ
ロホルムに可溶である。種⼦、球根、
芝などの殺菌剤、ゴムの加硫促進剤な
どに用いる。

シマジン 農薬。⽩⾊の結晶で⽔、有機溶剤に難
溶である。トリアジン系除草剤で、野
菜、⾖類、芝などに用いる。

チオベンカル
ブ

農薬。無⾊か淡⻩⾊の液体で⽔に難溶
で有機溶剤に可溶である。チオカーバ
メイト系除草剤で、稲、野菜、⾖類な
どに⽤いる。

急性毒性を引き起こす。

ベンゼン 無⾊の液体で、沸点８０℃の揮発性、
可燃性、⽔より軽い。⽔に難溶、有機
溶剤に可溶である。染料、溶剤、合成
ゴム、合成⽪⾰、合成顔料など、化学
⼯業原料などに⽤いる。ガソリンに
１％前後含まれる。

発がん性がある。

セレン 硫⻩に類似した固体元素。複写機感光
体、整流器、太陽電池、⾚⾊顔料、ガ
ラス着⾊剤などに⽤いる。

発がん性がある。肝硬変を引き起こ
す。

硝酸性窒素及
び亜硝酸性窒
素

硝酸イオンまたは亜硝酸イオンの化合
物。電気めっきにおける洗浄剤・防錆
剤、希⼟類精鉱の溶解剤、その他、製
品の触媒、化学肥料などに⽤いられ
る。また、環境中で種々の有機窒素化
合物、無機窒素化合物からアンモニア
性窒素を経て⽣成される。

急性中毒を引き起こす。⾼濃度の硝
酸・亜硝酸性窒素を含む⽔の摂取に
よって、特に乳幼児にメトヘモグロビ
ン⾎症を発症する。

低分⼦有機塩素化合物。揮発性で⽔に
難溶性の液体である。機械⾦属部品や
電⼦部品の脱脂やドライクリーニング
⽤の洗剤などに⽤いる。

⽣体への蓄積性はない。発がん性があ
る。強浸透性のため、主に地下⽔への
影響が問題となる。

急性中毒を引き起こす。



ふつ素 化学作⽤は極めて強いため、⾃然界で
は、遊離の状態で存在せず、ホタル⽯
等の形態で存在し、温泉⽔や海⽔中に
は⽐較的⾼濃度で存在する。⾦属の研
磨やステンレスの洗浄⽬的で⽤いられ
る。また、鉄鋼業等で原料として使⽤
するホタル⽯にふっ素が含まれる。海
⽔中では⾃然状態で環境基準値を上
回っているため、海域には環境基準が
適⽤されないこととされている。ま
た、海⽔の影響がある河川・湖沼にあ
る環境基準点も評価から除外されてい
る。

⾼濃度のふっ素を含む⽔の摂取によっ
て斑状⻭が発⽣するほか、ふっ素沈着
症が⽣じる。

ほう素 ほう素は⾃然界で多くはほう砂などと
して存在し、温泉⽔や海⽔中には⽐較
的⾼濃度で存在する。電気めっき⼯程
の緩衝剤・めっき液として、また釉薬
等製造⼯程などで⽤いられる。この
他、⽯炭⽕⼒発電所に使⽤される⽯炭
中にほう素が含まれている。海⽔中で
は⾃然状態で環境基準値を上回ってい
るため、海域には環境基準が適⽤され
ないこととされている。また、海⽔の
影響がある河川・湖沼にある環境基準
点も評価から除外されている。

⾼濃度のほう素を含む⽔の摂取によっ
て嘔吐、腹痛、下痢及び吐き気等が⽣
ずる。動物実験ではラットの体重増加
抑制等の影響が⾒られる。

１，４－ジオ
キサン

化学⼯業、医薬品製造業、繊維⼯業、
⼀般機械器具製造業で、主に有機合成
反応溶剤として⽤いられている。ま
た、⼯業⽤途以外での1,4-ジオキサン
排出源として、化学反応（エチレンオ
キシド重合反応）や界⾯活性剤⽣成の
際の副⽣成や、1,1,1-トリクロロエタ
ンへの添加（ʻ９５年まで）、廃棄物か
らの浸出、家庭排⽔などがある。

眼、⿐、咽頭に刺激性がみられ、さら
に急性中毒として脳、肝臓、腎臓の障
害がみられている。また、マウス、
ラットに発がん性を⽰し、IARC（国際
がん研究機関）では2B（ヒトに対して
発がん性を⽰す可能性がある物質）に
分類している。

生活環境項目

項⽬ 説明 環境影響
水素イオン濃
度(pH)

⽔素イオン濃度指数のことで、主とし
て、⽔の成分の指標として⽤いられて
おり、⽔に何らかの化学物質がイオン
状態で溶けこんでいる状態では、酸性
か、アルカリ性を⽰す。酸性はpH7未
満、中性はpH7、アルカリ性はpH7を超
えた値である。

⽔質が酸性、あるいはアルカリ性にな
ると、⽔利⽤の⽀障があるほか、⽔中
に⽣息する⽣物に影響を及ぼす。

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のうち生活環境の保全に関する環境基準の定められて
いる項目で、有機汚濁の代表的指標であるBODやpHなどの基準値が設定されている。水生生物
保全の観点から全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が
追加されている。



生物化学的酸
素要求量
(BOD)

BiochemicalOxygenDemandの略称で、
主として、有機物による⽔質汚濁の指
標として⽤いられており、河川の⽔域
で、環境基準が適⽤される。環境基準
類型ＡＡでは1mg/L以下。やや汚染さ
れた⽔では5mg/L以下。かなり汚染さ
れた⽔では10mg/L以下。⾮常に汚染さ
れた⽔では常に⾼濃度になるとされて
いる。

BODが⾼い状態が続くと、⽔⽣⽣物相
が貧弱になり、⿂類などが⽣息できな
くなる。

浮遊物質量
(SS)

SuspendedSolid（浮遊物質量）の略称
で、主として、⽔の濁りの原因とな
る、⽔に溶解しない固体成分（浮遊
物）による汚染の指標として⽤いられ
ており、河川及び湖沼でのみ環境基準
が適⽤される。

⽔の濁りの原因となる浮遊物は、低濃
度では影響が少ないが、⾼濃度では、
⿂の呼吸障害、⽔中植物の光合成妨害
等の影響がある。また、沈殿物とし
て、底質への影響がある。

溶存酸素量
(DO)

⽔中に溶けている酸素量のことで、主
として、有機物による⽔質汚濁の指標
として⽤いられており、⽔中に溶ける
酸素量は、⽔温に反⽐例（⽔温が⾼く
なるほど低下）する。最もきれいな⽔
ではほぼ飽和状態。やや汚染された⽔
では5mg/L以上。⾮常に汚染された⽔
ではゼロないし微量になるとされてい
る。

常に酸⽋状態が続くと、好気性微⽣物
にかわって嫌気性微⽣物（空気を嫌う
微⽣物）が増殖するようになり、有機
物の腐敗（還元）が起こり、メタンや
アンモニア、硫化⽔素が発⽣し、悪臭
の原因になる。また、⽣物相は⾮常に
貧弱になり、⿂類は⽣息できなくな
る。

大腸菌数 ⼤腸菌数は、主として、⼈または動物
の排泄物による汚染の指標として⽤い
られている。

⽔中から⼤腸菌が検出されることは、
その⽔が⼈または動物の排泄物で汚染
されている可能性を意味し、⾚痢菌な
どの他の病原菌による汚染が疑われ
る。

全亜鉛 亜鉛は、⾷品類や⽣活⽤品に幅広く含
まれている。また、亜鉛を含む排⽔の
排出源の業種も多岐にわたっている。
亜鉛の主要⽤途は、亜鉛鋼版、伸銅
品、ダイカスト、無機薬品等であり、
これらの中で、公共⽤⽔域の亜鉛濃度
の上昇に影響を与えているものとして
は、塩化亜鉛や硫酸亜鉛等の「亜鉛の
⽔溶性化合物」があげられる。

亜鉛の⼈への毒性は弱く、飲⽤しても
健康上の⽀障はないが、⾼濃度の亜鉛
を含む⽔は、⾦属味がしたり、灰濁す
る。⼀⽅、ニジマス等のサケ・マス類
は特に幼稚⿂において亜鉛の急性毒性
をうけやすい。

ノニルフェ
ノール

水生生物の保全に係る基準項目であ
り、水生生物の保護を目的に平成24年
８月から環境基準項目として設定され
た。主に界面活性剤の原料として使用
されている。

直鎖アルキル
ベンゼンスル
ホン酸及びそ
の塩

水生生物の保全に係る基準項目であ
り、水生生物の保護を目的に平成25年
３月から環境基準項目として設定され
た。主に洗濯用洗剤に使用されてい
る。

要監視項目

物質名 性状・⽤途 健康影響・環境影響

「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、
直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として設定されたもので
ある。

水生生物への影響が懸念される。



ペルフルオロ
オクタンスル
ホン酸
（PFOS）

泡消火薬剤、半導体、金属メッキ、
フォトマスク（半導体、液晶ディスプ
レイ）、写真フィルムなどに用いられ
る。

ペルフルオロ
オクタン酸
（PFOA）

泡消火薬剤、繊維、医療、電子基板、
自動車、食品包装紙、石材、フローリ
ング、皮革、防護服などに用いられ
る。

化学的にきわめて安定性が高く、難分
解性であることから、仮に環境への排
出が継続した場合には、長期的にわ
たって環境中に残留すると考えられて
おり、環境や食物連鎖を通じて人の健
康や動植物の生息・生育に影響を及ぼ
す可能性が指摘されている。


